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は じ め に 

 

本県における犯罪の発生件数（刑法犯認知件数）は、平成５年に戦後初め

て１０万件を超え、平成１５年には戦後最多となる約２２万５千件を記録し

ました。  

こうした深刻な治安状況を打開するため、平成１６年に「愛知県安全なま

ちづくり条例」を制定・施行し、県民・行政・警察が一体となって犯罪のな

い安全なまちづくりのための取組を積極的に推進することとしました。  

平成１８年には「犯罪を半減させる地域防犯県づくり」を掲げて、「平成

１７年に約２０万件発生している刑法犯認知件数を平成２７年までに半減

させる」ことを政策目標に、「あいち地域安全緊急３か年戦略」を、以後３

年毎に４次にわたる「地域安全戦略」を策定し、県教育委員会、県警察と一

層の連携を図り、様々な施策を積極的に実施するとともに、県民・事業者・

団体の皆様や市町村など地域が一体となった「県民総ぐるみ運動」を展開し

てまいりました。  

このような取組により、平成２９年の刑法犯認知件数は約６万５千件となり、

平成１５年の約３割にまで減らすことができました。 

しかしながら、県民の安全・安心を脅かす住宅対象侵入盗、自動車盗及び

特殊詐欺については、依然として多発しております。  

そこで、平成３０年度からは、新たに策定した「あいち地域安全戦略２０

２０」に基づき、「刑法犯認知件数を毎年減少させるとともに、安全に安心

して暮らせる社会の実現」を目指し、県民の皆様と手を携え、安全なまちづ

くりの推進に強力に取り組んでまいります。  

県民の皆様には、この取組に御協力、御参加をいただきまして、防犯に対

する意識を高め、地域防犯力の向上に努めていただきますようお願い申し上

げます。  
 

 

 

平成３０年３月  

愛 知 県 知 事  大  村  秀  章 
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１ 本県の治安状況と課題 

 

（１）犯罪の発生状況とこれまでの取組 

本県における刑法犯認知件数は、平成５年に戦後初めて１０万件を超

え、平成１５年には戦後最多となる約２２万５千件を記録しました（注）。 

こうした治安の悪化に対処するため、平成１６年４月に安全なまちづ

くりに関する取組の強化を目的とした「愛知県安全なまちづくり条例」

を施行するとともに、同年８月に県、事業者などで構成する「愛知県安

全なまちづくり推進協議会（以下「推進協議会」という。）」を設立しま

した。 

また、平成１８年を「治安回復元年」と位置付け、「平成１７年に約

２０万件発生している刑法犯認知件数を平成２７年までに半減させる」

ことを政策目標に掲げ、短期・集中的に実効性の高い対策を強力に実施

するため、４次にわたる「地域安全戦略」を策定し、県、県教育委員会、

県警察が連携を図りながら、安全な地域づくりへの支援、街頭犯罪等総

合対策、検挙活動の一層の強化など、各種の犯罪防止施策を実施してき

ました。 

推進協議会においても、「地域安全戦略」に呼応する形で、県民、事

業者、団体、市町村がそれぞれの立場において取り組むべき事項を示す

ものとして、平成１８年以降、４次にわたる「地域安全県民行動計画」

を取りまとめ、地域が一体となった「県民総ぐるみ運動」を展開してき

ました。 

このような取組により、平成２９年の刑法犯認知件数は約６万５千件

となり、平成１５年の約３割にまで減らすことができました。 
 

 

 

 

 

 

 

（注） 全国では、平成１４年に戦後最多の約２８５万４千件を記録している。  
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【刑法犯認知件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 Ｈ元  Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ 

認知件数（件） 91,765 93,956 95,878 98,838 102,843 105,261 100,667 101,498 109,317 129,383 

対前年比（％） -4.7 +2.4 +2.0 ＋3.1 ＋4.1 ＋2.4 -4.4 ＋0.8 ＋7.7 ＋18.4 

           

年 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 

認知件数（件） 158,791 176,119 190,212 196,117 225,706 208,170 198,937 157,382 143,948 144,694 

対前年比（％） ＋22.7 ＋10.9 ＋8.0 ＋3.1 ＋15.1 -7.8 -4.4 -20.9 -8.5 ＋0.5 

     戦後最多   ←  緊急 3 か年戦略   → 

年 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９  

認知件数（件） 145,807 128,173 118,963 104,984 96,839 85,037 76,663 70,254 65,511  

対前年比（％） ＋0.8 -12.1 -7.2 -11.8 -7.8 -12.2 -9.8 -8.4 -6.8  

 ←   新 3 か年戦略   →  ←   戦略 2015   →  ←   戦略 201７    →  

 

（２）課 題 

   平成２９年における本県の刑法犯認知件数は、平成１８年以降、４次に

わたる地域安全戦略の取組により、戦後最多を記録した平成１５年と比べ

て約３割にまで減少しました。 

   しかし、個別の犯罪についてみると、住宅対象侵入盗（注１）は、平成

１９年以降、１１年連続全国ワースト１位となっており、自動車盗も全国

ワースト上位となっています。また、オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの

特殊詐欺（注２）や、児童虐待を始めストーカー、ＤＶなど、社会的弱者

が被害者となる犯罪も依然として後を絶たないなど、まだまだ予断を許さ

ない状況にあります。 
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   こうした背景には、窓や出入口に鍵を掛けずに外出したり、エンジンキ

ーを抜かずに車から離れたりするほか、自分自身は詐欺の被害に遭わない

といった防犯意識の不足や、地域防犯の中心的な担い手である自主防犯団

体の高齢化や後継者不足による活動の低下も要因の一つと考えられます。 

こうしたことから、県民一人一人の防犯意識を高めるとともに、自主防

犯団体の設立と活発化を促進することにより地域防犯力を高めていかなけ

ればなりません。 

   また、犯罪をした者等により多くの犯罪が行われていることに加え、見

通しが確保されていない道路や公園等のほか、風俗環境の浄化や暴力団排

除対策が必要な歓楽街も散見されますので、再犯の防止を図り、防犯性の

高い住まいやまちづくりなど、犯罪の起きにくい社会をつくることも重要

です。 

多発している犯罪や子供・女性を始めとした社会的弱者が被害者となる

犯罪など、県民の安全・安心を脅かす犯罪に対して、迅速かつ的確に対応

し、被害の未然・拡大防止を図らなければなりません。 

   こうした課題は、安全に安心して暮らせる社会の実現を進める上で、市

町村や関係機関・団体と連携して情報の共有化を進め、地域を挙げて取り

組むことが必要です。 

 

 

（注１）住宅対象侵入盗：空き巣、忍込み、居空きを指す。  

（注２）特殊詐欺：不特定多数の人に、電話等の通信手段を使って、対面しないで金品を

だまし取る詐欺の総称。オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐

欺の振り込め詐欺に加え、金融商品等取引名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名

目の詐欺、異性との交際あっせん名目の詐欺、その他の特殊詐欺の８類型をいう。  
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犯罪の発生要因 

多発する犯罪の発生要因については、様々なものが複合的に絡み合っており、

特定することは困難ですが、概ね、次のようなことが考えられます。  

ａ 地域連帯感の希薄化と一人一人の防犯意識の不足 

近年、都市化、核家族化、生活様式の多様化などを背景として、地域の絆

が薄れ、自治会活動など地域の活動が低迷し、青少年に対する地域の教育力

も低くなってきています。こうした状況が要因となって、従来、地域社会が

有していた犯罪抑止機能が低下してきたと考えられます。  

また、防犯意識の向上も見られるようになってきたとはいえ、いまだに無

施錠による被害が多数ある（平成２９年末現在、住宅対象侵入盗の約３３％、

自転車盗の約５９％）など、一人一人の心掛けで防ぐことのできる犯罪が相

当数みられます。 

ｂ 規範意識の低下 

最近では青少年の規範意識の低下だけではなく、本来、青少年を指導し、

模範となるべき大人においても規範意識の低下が見られるほか、サイバー空

間における違法情報・有害情報の氾濫が、その低下に一層の拍車をかけるな

ど、こうした状況も犯罪が多発する要因となっていると考えられます。  

ｃ 犯罪の多様化・巧妙化・グローバル化  

インターネットなどの通信網の高度化や交通網の整備などにより、組織的

窃盗団の暗躍や犯罪の広域化が進み、これまで以上に犯罪が多様化・巧妙化

しています。 

また、来日外国人犯罪では、世界規模で活動する犯罪組織が国内の犯罪組

織と結びつくなど、様々な国籍の構成員が役割を分担し、犯行関連場所が日

本国内にとどまらず、複数国に及ぶなど犯罪のグローバル化が進んでいます。 

ｄ 生活環境等の変化 

人通りが少なく、暗く、見通しの悪い道路や公園、駐車場の多いことが、

ひったくりや車上ねらいといった街頭犯罪の多さにつながっており、また、

高層化、大規模化する住環境の変化が死角を生み、住宅への侵入盗などが増

加する一因となっています。  

さらに、繁華街に見られる違法駐車や違法広告看板、落書き等も、犯罪を

誘発する要因となっています。  

この戦略では、このような様々な要因を分析し、適切な犯罪防止対策を講じて

いくこととしています。 

 



- 5 - 

 

２ 戦略策定の目的と展開 

（１）目 的 

刑法犯認知件数を毎年減少させるとともに、安全に安心して  

暮らせる社会の実現に向けて、平成３０年度から３２年度までの３年間

で、実効性の高い施策を強力に実施するために「あいち地域安全戦略

2020」（以下「新戦略」という。）を策定します。  

 

（２）展 開 

「新戦略」を総合的に実施するため、県、県教育委員会、県警察が連

携を強化して、犯罪を起こさせない地域づくりを進めます。 

具体的には、県民の防犯意識の高揚と自主防犯団体の設立促進、防犯

活動の活発化に向けた支援を引き続き強力に進めます。また、多発して

いる住宅対象侵入盗などの犯罪や、子供・女性・高齢者・障害者を対象

とした犯罪への対策と検挙活動を強化するとともに、再犯防止対策の推

進や犯罪被害者等への支援を実施していきます。 

さらに、地域が一体となった取組を進めるために、推進協議会におい

て県民、事業者、団体、市町村の様々な取組と目標を定めた県民行動計

画を、「新戦略」に呼応する形で新たに策定し（以下「次期県民行動計

画」という。）、「県民総ぐるみ運動」へと展開します。 

 

（３）県民総ぐるみ運動 

県民総ぐるみ運動は、「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯

罪を見逃さない」の 3N（ない）のスローガンを掲げ、県民や事業者、

団体、市町村の幅広い参加を得て展開し、犯罪防止に対する気運を高め、

安全に安心して暮らせる愛知を目指していきます。 
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＜県民総ぐるみ運動のスローガン＞  

３N（ない） 

「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」 

 

〇「犯罪にあわない」 

犯罪の防止は、県民の皆様ご自身の安全にかかる大切な問題です。ま

ず、自分が犯罪にあわないよう自らの行動に気をつけることが重要です。

そのためには、防犯に関心を持って、自分でできる具体的な防犯対策を

実施していただくことが必要です。 

 

〇「犯罪を起こさせない」 

地域防犯力を高め、犯罪を起こさせない環境づくりに地域を挙げて取

り組むことが必要です。地域の人々が共同で地域環境を調査し、対策に

ついて話し合い、防犯対策を進めることが大切です。 

 

〇「犯罪を見逃さない」 

犯罪が目の前で起きていたり、不審者（車）を発見したりしたら、ま

ず、警察へ通報していただくことが重要です。また、状況によっては、

声かけなどにより犯罪を未然に防ぐことも必要です。 
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戦 略 策 定 の 展 開 イ メ ー ジ と 役 割 分 担  

 

安 全 に 安 心 し て 暮 ら せ る 愛 知 

刑法犯認知件数を毎年減少させるとともに、 

安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。 
 

県民運動・防犯キャンペーン・自主防犯活動など、  

様々な取組を通じて、刑法犯認知件数の減少を目指します。  

 次期県民行動計画 

 

県民･事業者･団体･市町村の取組 

 

 

◎県民・事業者・団体 
・防犯意識の向上 
・地域の連帯強化 
・地域の防犯活動への参加  など  

◎市町村 
・地域の防犯体制の促進 
・地域の防犯活動の支援 
・防犯の広報啓発 など 

 

あいち地域安全戦略 

2020 
 

県民の安全・安心を脅かす  

犯罪等の抑止に向けた 

短期・集中的な施策  

◎愛知県 
・県民総ぐるみ運動の展開  
・防犯活動の支援・助言（市
町村・地域） 

・防犯の広報啓発 
・生活環境の整備 など 

◎教育委員会 
・子供の安全確保対策の推進 
・防犯教育の推進 
・防犯の広報啓発 など 

◎警察 
・犯罪の検挙・取締り  
・犯罪防止活動  
・防犯活動の支援・助言 
・防犯の広報啓発 など 
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３ 戦略の目標 
 

刑法犯認知件数を毎年減少させるとともに、 

安全に安心して暮らせる社会の実現を目指します。  

 

平成２９年における本県の刑法犯認知件数については、平成１８年以

降、４次にわたる地域安全戦略の取組により、戦後最多を記録した平成

１５年と比べて、約３割にまで減少しました。  

これまでの取組による成果を一歩ずつ前進させ、治安回復をより確実

なものとするため、刑法犯認知件数については「毎年減少させる」こと

を目標とし、更なる減少を目指します。  

なお、多発している住宅対象侵入盗、自動車盗及び特殊詐欺の３つの

犯罪への対策を最重点として取り組むこととし、特に被害件数が全国的

に突出している住宅対象侵入盗は目標値を設定して取り組んでいきます。 
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４ 基本戦略 

目標を達成するために、特に重点的に取り組むべき３つの基本戦略を

設定しました。  

 

Ⅰ 防犯意識の高揚と地域防犯力の向上 

子供から大人まで、県民一人一人が自分の身は自分で守ることを意識

し、行動できるように、啓発や情報提供を行い、地域が一体となった県民

総ぐるみ運動を展開して、防犯意識の高揚を図ります。 

また、自主防犯組織の設立促進と活動の活発化を図るとともに、市町村

が行う安全なまちづくり施策に対する協力、助言等を行い、県民、事業者、

団体、市町村と連携を図りながら、地域防犯力を向上させます。 

 

Ⅱ 犯罪の起きにくい社会づくり 

再犯防止対策の推進や犯罪防止に配慮した住宅・公園・道路等の整備・

普及、犯罪の温床となる歓楽街の環境浄化など、犯罪の起きにくい社会づ

くりを進めます。 

 

Ⅲ 県民の安全・安心を脅かす犯罪への対策の推進 

多発している住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐欺の対策に取り組むと

ともに、学校、地域、家庭、警察などが一体となって、子供を犯罪から守

るための安全対策や、女性・高齢者・障害者が被害者となる犯罪を防止す

るための対策を進めます。 

また、組織化された犯行グループにより連続的に行われる犯罪や、新手

の犯罪など県民の安全・安心を脅かす犯罪に迅速、的確に対応し、被害の

未然防止・拡大防止を図ります。 
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５ 戦略の体系   

 
 

 
目 標：刑法犯認知件数を毎年減少させるとともに、安全に安心して暮らせる

社会の実現を目指します。 
 

 ３つの基本戦略 重点的に取り組む２６の施策 

  

 
＜防犯意識の高揚＞ 
１ 県民総ぐるみ運動を展開します。  
２ 県民への意識啓発・情報提供を推進します。  
＜地域防犯力の向上＞ 
３ 自主防犯団体の設立促進と活発化を支援します。 
４ 市町村の推進体制の充実と施策の促進を図ります。  
５ 事業者、団体の安全なまちづくりへの参画を促進します。 

  

 ６ 規範意識向上のための啓発と教育の充実を図ります。 
７ 再犯防止の対策を推進します。  
８ 防犯性の高い住まい・まちづくりの推進に努めます。  
９ 防犯カメラの設置を促進し、犯罪を抑止します。 

10 治安悪化要因への対策を推進します。 
11 歓楽街における環境の浄化を図ります。  
12 外国人も安心して暮らせるための支援と、不法滞在外国人

を減少させるための対策を推進します。 
  

 ＜広報啓発活動、検挙活動・街頭活動の重点実施＞ 
13 県民への意識啓発・情報提供活動を推進するとともに、検

挙活動・街頭活動を重点的に実施します。  
＜県民に多大な不安を与える犯罪・多発する犯罪への対策＞ 
14 住宅対象侵入盗を始めとする侵入盗の対策を推進します。 
15 自動車盗を始めとする自動車関連窃盗の対策を推進しま

す。 
16 特殊詐欺の対策を推進します。 
17 多発犯罪の対策を推進します。  
18 薬物乱用防止の対策を推進します。 
19 暴力団対策を推進します。  
20 サイバー空間の安全と安心を確保するための対策を推進

します。 
＜子供に対する安全対策の推進＞ 
21 学校内及び通学路等における児童･生徒に対する犯罪の対

策を推進します。 
22 インターネット上の犯罪から子供を守る取組を推進しま

す。 
23 児童虐待防止の対策を推進します。 
＜女性・高齢者・障害者に対する犯罪対策の推進＞ 
24 女性・高齢者・障害者に対する犯罪の対策を推進します。 
25 ストーカーやＤＶ等の対策を推進します。 
＜犯罪被害者等への支援＞ 
26 犯罪被害者等を支援します。  

 

 

 

 

Ⅰ 防犯意識の高揚と 

地域防犯力の向上 

Ⅱ 犯罪の起きにくい 

社会づくり 

Ⅲ 県民の安全・ 

安心を脅かす 

犯罪への対策 

の推進 
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６ 基本戦略を推進するための施策 

３つの基本戦略の下に、重点的に取り組む２６の施策と９９の主要事業を

位置付け、それぞれの主要事業には、３年間で実施していく具体的な事業計

画等を設定します。 

主要事業を着実かつ積極的に実行することで、刑法犯認知件数を減少させ

ます。中でも、住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐欺など県民の安全・安心

を脅かす犯罪や、刑法犯認知件数に占める割合の高い犯罪の防止に重点的に

取り組みます。 

また、子供・女性・高齢者・障害者の被害防止対策を進めるとともに、再

犯防止対策の推進や犯罪被害者等への支援にも取り組んでいきます。 

 

【基本戦略Ⅰ 防犯意識の高揚と地域防犯力の向上】  

＜防犯意識の高揚＞  

    県民、事業者、団体、市町村の参加を得て、地域が一体となった県民総

ぐるみ運動を展開します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○1 安全なまちづくり

県民運動の実施 

 

市町村、防犯協会、事業者団体等と連携し

て、四季の県民運動を展開します。  

目標 :安全なまちづくり県民運動を毎季全市町村で実施  

県民文化部 

警察本部 

○2 安全なまちづくり

愛知県民大会の開

催 

安全なまちづくりの重要性を広く県民にア

ピールするため、県民大会を開催します。  

目標 :安全なまちづくり愛知県民大会を毎年度開催 

県民文化部 

警察本部 

○3 防犯キャンペーン

等の実施 

 

市町村、防犯協会や地域の防犯ボランティ

ア団体などと協働して防犯キャンペーン等

を実施します。 

目標 :防犯キャンペーン等に３か年で１５０万人以上の参加 

県民文化部 

警察本部  

 

 

１ 県民総ぐるみ運動を展開します。  
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    県民、事業者、団体、市町村など、地域が一体となった防犯対策を推進

するため、広報紙、ホームページ等の各種広報媒体の活用やイベントの開

催・共催などを通じて、犯罪防止の意識啓発や情報提供を進めます。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○4 広報紙、各種窓口対

応時等による広報

啓発活動の実施 

広報紙、ホームページ等の各種広報媒体の活

用やイベントの開催・共催、各種行政手続き

の窓口対応など様々な機会に、犯罪防止の意

識啓発や情報提供を実施します。  

県民文化部始

め関係部局  

教育委員会 

警察本部 

○5 防犯ネットワーク

等を活用した防犯

情報の提供 

 

防犯ボランティア団体等のネットワークを

活用した情報提供を実施します。また、より

多くの県民に情報が届くよう、新たな情報提

供ルートの開拓に取り組みます。  

目標 :犯罪発生情報等を毎月提供  

警察本部 

県民文化部 

○6 交通安全事業など、

他事業と連携した

啓発活動の推進 

合同キャンペーン等の実施により、啓発活動

の機会を拡充します。 

目標 :他事業と連携した啓発活動を３か年で２０回以上実施  

県民文化部 

警察本部 

 

＜地域防犯力の向上＞ 

    犯罪の防止に大きな効果がある自主防犯団体の設立を促進するとともに、

地域の特性に合った自主防犯活動の取組をさらに促進し、活動の活発化を

支援します。また、地域の自主防犯活動を推進するため、防犯ボランティ

アを養成します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○7 自主防犯団体の設

立促進 

 

防犯活動資材の提供などを行い、自主防犯

団体の設立を促進します。また、防犯ボラ

ンティア活動中に、死亡、負傷した場合に

見舞金を支給します。 

目標 :自主防犯団体を３か年で１００団体以上設立  

県民文化部  

２ 県民への意識啓発・情報提供を推進します。 

３ 自主防犯団体の設立促進と活発化を支援します。 
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○8 自主防犯団体活動

の活発化支援 

 

若い世代、現役世代の参加促進を図るとと

もに、安全なまちづくり活動推進員による

アドバイス等を実施し、活動の活発化を支

援します。 

目標 :自主防犯団体の活発化支援を３か年で３７５団

体以上に対して実施 

県民文化部  

警察本部 

○9 地域の特性に合っ

た自主防犯活動の

取組の促進 

地域の特性に合った防犯活動に取り組む自

主防犯団体等に支援を行い、その活動内容

を広く普及させます。 

目標 :地域の特性にあった自主防犯団体等の活動支援

を３か年で４５団体以上に対して実施  

県民文化部 

○10 活動功労者等に対

する表彰の実施 

 

防犯活動等に功労のあった個人・自主防犯

団体・地域団体に対し表彰を行います。  

目標 :毎年度400 人・団体を表彰 

県民文化部  

警察本部 

○11 団 体 間 の 情 報 共

有、交流促進  

  

 

ホームページによるボランティア活動等の

情報提供や、情報交換会の開催などを行い

ます。 

目標 :自主防犯団体の活動結果を毎年度ＨＰで紹介 

県民文化部 

警察本部 

○12 防犯ボランティア

活動リーダーの養

成 

   

防犯活動の指導、助言を行えるリーダーを

養成します。 

目標 :防犯ボランティア活動リーダーを３か年で  

１ ,５００人以上養成 

県民文化部 

○13 防犯ボランティア

研修の参加促進 

  

 

自主防犯団体への参加促進や防犯ボランテ

ィア活動の活性化を目的とした研修を実施

します。また、各市町村における研修の開

催を促進します。 

目標 :防犯ボランティア研修会へ３か年で１万人以上

参加  

県民文化部 

警察本部 
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    市町村に対して、安全なまちづくりを推進するための協力や助言等を行

います。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○14 安全なまちづくり

の推進に係る助言、

施策の促進 

担当者研修会や安全なまちづくり対策ブロッ

ク会議等を開催し、安全なまちづくりに係る

体制づくりと関係施策の促進を図ります。  

目標 :安全なまちづくり対策ブロック会議の毎年度開催  

県民文化部 

警察本部 

○15防犯情報の提供 刑法犯認知件数などの防犯情報を提供しま

す。 

目標 :犯罪発生状況等を市町村に毎月提供  

県民文化部 

警察本部 

 

    事業者、団体による自主防犯活動の実施や防犯ボランティア活動への参

加を促進します。 

 

 

4 市町村の推進体制の充実と施策の促進を図ります。  

5 事業者、団体の安全なまちづくりへの参画を促進します。  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○16 安 全 な ま ち づ く

り・交通安全パート

ナーシップ制度の

推進 

事業者、団体に対して、安全なまちづくり活

動への参加を促進するため、パートナーシッ

プ制度への参加登録を促進します。 

目標 :パートナーシップ制度に３か年で 75 社以上の新規登録 

県民文化部  

○17防犯 CSR(注)活動  

の促進 

事業者への活動の働きかけや、ホームページ

による活動の紹介などにより、防犯 CSR 活動

の活発化を促進します。  

警察本部 

県民文化部 

○18 新たな防犯対策の

導入促進 

事業者に対して防犯情報を提供するなどし、

犯行手口に対応した新たな施錠設備など、防

犯対策の導入を促進します。  

警察本部 

（注）CSR：企業の社会的責任、Corporate Social Responsibility の略 
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【基本戦略Ⅱ 犯罪の起きにくい社会づくり】 

     道徳教育及び交通安全教育並びに少年非行防止対策を推進し、規範意識

の向上を図ります。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○19規範意識の向上 道徳教育や交通安全教育等を通じて、社会秩

序維持の基本である規範意識の向上を図り

ます。 

教育委員会 

警察本部 

○20 少年非行防止対策

の推進  

暴走族を始めとする非行集団に対する取締

りにより少年の非行を防止します。また、愛

知県青少年保護育成条例の適正な運用や青

少年の非行・被害防止に取り組む県民運動を

実施し、ＪＫビジネス等の青少年の健全な育

成を阻害する環境から青少年を守ります。 

目標 :青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動を毎年度全市

町村で実施 

警察本部  

県民文化部  

教育委員会 

 

   再犯の防止を推進するため、犯罪をした者等への就業機会や住居の確保

等の支援に努めるととともに、県民の理解を深めるための広報啓発活動を

実施します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○21 就業機会や住居の

確保及び福祉サー

ビス等の提供によ

る支援 

犯罪をした者等が地域において生活を営む

ための就業機会や、住居の確保への支援に努

めます。また、高齢者や障害者の再犯防止を

図るため、矯正施設入所中から地域生活定着

支援センターが関わり、居住地の調整や退所

後に円滑に福祉サービスを利用できるよう

支援を実施します。 

県民文化部始

め関係部局  

 

６ 規範意識向上のための啓発と教育の充実を図ります。 

７ 再犯防止の対策を推進します。 
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○22 薬物依存を有する

者への支援  

薬物依存当事者に対する回復支援や、薬物問

題に関する家族教室の開催などの支援を実

施します。 

健康福祉部 

県民文化部 

○23 学校等と連携した

修学等の支援 

学校等における児童生徒の非行防止に向け

た取組や、継続的な学校教育を始めとした修

学等の支援に努めます。 

教育委員会 

健康福祉部 

県民文化部 

警察本部 

○24 再非行防止の支援

を始めとした犯罪

をした者等の特性

に応じた支援 

継続的な補導活動、居場所づくり活動及び各

種体験活動等を通じた非行少年の立ち直り

支援活動など、犯罪をした者等の特性に応じ

た支援に努めます。 

県民文化部始

め関係部局  

警察本部 

教育委員会 

○25 県民への理解促進

のための広報啓発

活動の実施 

犯罪や非行の防止と犯罪をした者等の更生

について理解を深めるため、「社会を明るく

する運動」などの広報啓発活動を実施しま

す。 

健康福祉部 

警察本部 

県民文化部 

○26 関係機関との連携

の推進 

犯罪をした者等が、社会において孤立するこ

となく、円滑に社会復帰できるよう、関係機

関との連携や情報共有に努めます。 

県民文化部始

め関係部局  

 

 

    防犯上の指針に適合した住宅・公園・道路・自動車駐車場等の整備と普

及を推進します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○27 犯罪の防止に配慮

した公園・道路・自

動車駐車場等の整

備・維持管理 

照明灯の設置、伐採等による見通しの確保な

ど、犯罪の防止に配慮した公園・道路・自動

車駐車場等の整備・維持管理を進めます。  

建設部 

○28 犯罪の防止に配慮

した公営住宅等の

整備・修繕  

犯罪の防止に配慮した公営住宅等の整備・修

繕を進めます。 

建設部 

８ 防犯性の高い住まい・まちづくりの推進に努めます。 
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○29 犯罪の防止に配慮

した住宅団地等の

普及  

都市計画等の機会を捉えた犯罪の防止に関

する必要な情報提供と防犯に配慮した環境

整備に対する助言・支援を実施します。  

警察本部 

 

○30 防犯性能に優れた

住宅・マンション

等の普及 

ＣＰ建物部品（防犯性能の高い建物部品）の

活用や防犯住宅認定制度・防犯優良マンショ

ン認定制度の普及など、犯罪の防止に配慮し

た民間住宅の普及促進を図ります。  

警察本部 

建設部 

○31 街路灯、センサー

ライト、補助錠等

防犯設備の普及促

進 

犯罪の抑止に効果的なセンサーライトや補

助錠等の防犯設備の普及促進を図ります。  

また、自主防犯団体等が行うセンサーライト

及び補助錠等の設置を含む地域の特性に合

った防犯活動や、商店街振興組合等が行う街

路灯の設置を含む地域の防犯活動を支援し

ます。 

警察本部 

県民文化部 

産業労働部 

○32空き家対策の促進 犯罪を誘発するおそれがあり、周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適

切な空き家について、除却や適正管理、利活

用を推進する市町村の取組を支援します。  

建設部 

参考：住宅や道路等に係る防犯上の指針について  

犯罪の起こりにくい環境づくりを進めることを目的とし、住宅や道路等につい

て、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する基準を示すもの。愛知県安全な

まちづくり条例に基づき、「住宅に関する防犯上の指針」及び「道路、公園、自動

車駐車場等に関する防犯上の指針」を定め、平成１６年７月から施行している。  
 
 
 

    防犯カメラの設置を促進し、犯罪を抑止します。  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○33 防犯カメラの普及

促進 

防犯カメラの設置場所の選定など、設置に係

る支援を実施し、普及促進を図ります。また、

自主防犯団体等が行う防犯カメラのレンタル

設置を含む地域の特性に合った防犯活動や、

商店街振興組合等が行う防犯カメラの設置を

含む地域の防犯活動を支援します。 

警察本部 

県民文化部 

産業労働部 

９ 防犯カメラの設置を促進し、犯罪を抑止します。 



- 18 - 

 

○34 歓楽街等における

防犯カメラの設置

促進 

歓楽街等における防犯カメラの設置を促進

し、犯罪の抑止を図ります。 

警察本部 

 

     犯罪インフラ対策を推進するとともに、街頭活動や捜査活動等を強化す

るための体制の充実を図ります。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○35 犯罪インフラ (注１ )

対策の推進  

 

携帯電話の不正取得、転売目的の口座開設な

ど、犯罪インフラ事犯(注２)の取締りを強化し

ます。 

警察本部 

○36 治安基盤の整備  

 

街頭活動や捜査活動等の強化のため、人的基

盤の強化、捜査支援資機材の整備など、体制

の充実を図ります。 

警察本部 

（注１）犯罪インフラ：犯罪を助長し、又は容易にする基盤（手段、仕組みなど）の

ことをいう。具体的には、在留資格を不正に取得させる手段となる偽装結婚・

偽造認知等のように、その行為自体が犯罪となるもののほか、それ自体は合法

なものであっても、犯罪に悪用されている他人名義の携帯電話や預貯金口座な

ども犯罪インフラに含まれる。 

（注 2）犯罪インフラ事犯：犯罪インフラを取得したり、その状態を作る犯罪をいう。 
 

     栄地区、名古屋駅西地区、豊橋市松葉地区などの歓楽街において、地域

住民と協働して環境浄化活動を行います。また、酒類提供等営業に係る不

当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例（以下「ぼったく

り防止条例」という。）等に基づき、違法風俗店等の取締りを推進します。  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○37 環境浄化による歓

楽街を中心とした

地域の活性化支援 

 

環境浄化活動への参加と活動の持続を図る

ため、関係者との情報共有やネットワークの

構築を推進します。 

目標 :歓楽街セミナー等を毎年度開催  

警察本部 

１０ 治安悪化要因への対策を推進します。  

１１ 歓楽街における環境の浄化を図ります。  
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○38 違法風俗店等の取

締りの推進 

「ぼったくり防止条例」等の各種法令を多角

的に活用して、違法風俗店、賭博店等の取締

りを推進します。 

警察本部 

○39 暴力団排除活動の

推進と暴力団・不

良来日外国人によ

る犯罪の取締り強

化  

愛知県暴力団排除条例に基づき、暴力団排除

活動を強力に推進し、その資金源を遮断しま

す。また、暴力団・不良来日外国人による暴

力行為等の不法事案の取締りを強化します。 

警察本部 

 

 

    外国人への情報提供や就学等の支援を推進します。また、不法滞在外国

人を減少させるため、広報啓発や関係機関と連携した取締りを推進します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○40 多言語による情報

提供  

多言語による広報紙の発行等、情報提供の充

実を図ります。 

県民文化部  

警察本部 

○41 多文化共生教育の

支援  

就学前の外国人の子供への日本語指導や学

校生活指導を実施し、多文化共生教育を支援

します。 

県民文化部 

○42 外国人集住地域等

における安全確保

のための警察活動

の推進  

外国人向けテレビ・ラジオによる情報提供

や、外国人を対象とする防犯講話などの実施

により、外国人集住地域等の安全を確保しま

す。 

目標 :防犯講話を３か年で 100 回以上開催  

警察本部 

○43 不法就労・不法滞

在防止等のための

広報啓発活動の推

進  

広報メディアを活用し、不法就労・不法滞在

防止のための広報啓発活動を推進します。  

 

警察本部 

1２ 外国人も安心して暮らせるための支援と、不法滞在外国人を減少させ

るための対策を推進します。  
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○44 不法就労・不法滞

在の取締りの推進  

不法就労・不法滞在の取締りを推進します。 警察本部 

 

 

【基本戦略Ⅲ 県民の安全・安心を脅かす犯罪への対策の推進】  

＜広報啓発活動、検挙活動・街頭活動の重点実施＞ 

    住宅対象侵入盗や自動車盗、特殊詐欺等の県民の安全・安心を脅かす

犯罪や、本県の刑法犯認知件数に占める割合の高い犯罪に対する県民の

意識啓発や情報提供を推進します。また、これらの犯罪を抑止するため

に、検挙活動・街頭活動を重点的に実施します。さらに、新たな犯罪へ

の対策など犯罪情勢に応じて迅速に対応します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○45 犯罪情勢に即応し

た広報啓発活動の

実施 

犯罪情勢を踏まえた住民への啓発活動等に

より、住宅対象侵入盗や自動車盗、特殊詐欺

等の犯罪や多発犯罪に対する意識啓発を実

施します。 

県民文化部 

警察本部 

○46 多発する地域にお

ける防犯活動の促

進 

 

地域の団体等と協働した街頭キャンペーン

やパトロール活動、防犯教室、防犯訓練など

の防犯対策を実施します。  

目標 :防犯教室等を３か年で 3,000 回以上開催 

県民文化部 

警察本部 

○47 各種業界とのタイ

アップによる防犯

キャンペーン等の

実施 

商店街振興組合、放送業界、住宅・自動車等

の各種業界とのタイアップによる防犯キャ

ンペーン等の広報啓発を実施します。 

目標 :各種業界との防犯キャンペーンを毎年度実施  

県民文化部 

警察本部 

１３ 県民への意識啓発・情報提供活動を推進するとともに、検挙活動・

街頭活動を重点的に実施します。  
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○48 街頭活動及び重要

事件その他多発す

る犯罪に対する検

挙活動の強化 

街頭活動を強化するとともに、重要事件その

他多発する犯罪に対して検挙活動を強化し

ます。 

 

警察本部 

   

＜県民に多大な不安を与える犯罪・多発する犯罪への対策＞ 

住宅対象侵入盗の対策として、窓ガラスやドア等の建物部品を破壊し

て侵入する被害が多いため、ＣＰ建物部品や補助錠の普及、防犯診断を

含めた防犯教室の開催及び防犯設備アドバイザーの派遣などの取組を進

め、住宅対象侵入盗の認知件数を「平成 32 年までに年間 2,500 件以下」

とすることを目指します。 
参考：平成２９年住宅対象侵入盗の認知件数  3,676 件  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○49 多発地域における

抑止対策の推進 

被害が多発する地域において検挙活動を強

化するとともに、集中的な防犯診断等を実施

します。また、不審者（車）を発見した際の

警察への情報提供を推進するなど、地域が連

携して抑止に取り組みます。  

警察本部 

県民文化部 

○50防犯器具（CP 建物

部品）等の普及 

住宅フェア等において CP 建物部品（防犯性

能の高い建物部品）等の紹介を行うなど、防

犯器具等の普及に努めます。 

警察本部 

県民文化部 

○51 住宅関連事業者と

の連携の推進 

愛知県住宅防犯対策協議会と連携して犯罪

防止活動を実施します。 

警察本部 

県民文化部 

建設部 

○52 防犯設備アドバイ

ザーの派遣 

防犯等に関する専門知識を有するアドバイ

ザーを派遣します。 

目標 :防犯設備アドバイザーを 3 か年で 10０回以上派遣  

警察本部 

 
 

１４ 住宅対象侵入盗を始めとする侵入盗の対策を推進します。 
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自動車盗を始めとする自動車関連窃盗への対策として、盗難自動車等の

流通阻止に向けた対策や防犯性の高い自動車の開発、普及を促進するなど

の取組を進め、自動車盗の認知件数を「毎年減少させる」ことを目標とし、

更なる減少を目指します。 

 参考：平成２９年自動車盗の認知件数  1,127 件  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○53 防犯性の高い駐車

場の普及 

 

駐車場の所有者・管理者に対し防犯カメラや

ミラー、照明灯等防犯設備の設置を働きかけ、

防犯性の高い駐車場の普及に努めます。  

警察本部 

県民文化部 

○54 盗難自動車等の流

通阻止に向けた対

策の推進 

被害が多発する地域において検挙活動を強化

するとともに、盗難自動車の解体等に利用さ

れるおそれのあるヤード(注)に対する実態把

握や違法ヤードに対する取締り及び盗難自動

車部品等の輸出阻止に向けた関係機関との連

携を強化します。また、不審者（車）を発見

した際の警察への情報提供を推進するなど、

地域が連携して抑止に取り組みます。  

警察本部 

県民文化部 

 

○55 自動車関連事業者

との連携の推進 

自動車メーカー等に防犯情報を提供し、防犯

性の高い自動車の開発、普及を促進します。 

また、愛知県自動車盗難等防止協議会と連携

して自動車関連窃盗情報報奨金制度の活用や

ナンバープレート盗難防止ネジの普及促進を

始めとした啓発活動等を推進します。 

警察本部 

県民文化部 

（注）ヤード：周囲が鉄壁等で囲まれた作業所等であって、海外への輸出等を目的と

して、自動車等の保管・解体、コンテナ詰め等の作業のために使用していると認

められる施設をいう。  

手口が年々巧妙化する特殊詐欺の対策として、被害者層に応じた被害防止

活動や県民、事業者等と一体となった被害防止などの取組を進め、特殊詐欺

の被害を「毎年減少させる」ことを目標とし、更なる減少を目指します。 

参考：平成 29 年特殊詐欺の被害件数及び被害額  648 件  約 10 億９千万円  

１５ 自動車盗を始めとする自動車関連窃盗の対策を推進します。  

１６ 特殊詐欺の対策を推進します。 
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主要事業  事業計画等  実施部局  

○56 被害者層に応じた

被害防止活動の推

進 

被害者年齢層に応じたオレオレ詐欺、架空請

求詐欺、還付金等詐欺等の啓発を行うなど、

被害防止活動を推進します。  

警察本部 

県民文化部 

○57 金融機関等と連携

した被害防止活動

の推進 

声掛け訓練や合同啓発キャンペーンの実施、

ATM における振込制限の実施に向けた働

き掛けなど、金融機関と連携した被害防止活

動を実施します。 

警察本部 

○58県民、事業者等と一

体となった被害防

止活動の推進  

県民、事業者、関係機関・団体の被害防止に

向けた自主的な取組を促進するとともに、県

民等と一体となった取組を通じて家族の絆

や地域の絆の強化を図り、特殊詐欺の被害者

を生まない環境づくりを推進します。  

警察本部 

県民文化部 

○59 被害防止機器の普

及促進 

イベント等において被害防止電話等の被害

防止機器を紹介し、機器の普及に努めます。 

警察本部 

県民文化部 

○60 捜査情報の収集の

推進 

 

「だまされた振り作戦」などにより、特殊詐

欺に関する預貯金口座や携帯電話等の情報

を収集し、特殊詐欺に利用された預貯金口座

や携帯電話を無力化するとともに、検挙活動

に活用することで、犯罪を防止します。 

警察本部 

 

    刑法犯認知件数に占める割合が高い自転車盗・万引き、他の都道府県と

比較して認知件数の多い自動販売機ねらいへの対策に取り組みます。 

参考：自転車盗の刑法犯認知件数に占める割合  約 17.8％（平成２９年）  

参考：万引きの刑法犯認知件数に占める割合   約 11.0％（平成２９年）  

主要事業  事業計画等  実施部局  

○61 自転車盗対策の推

進 

駐輪場の所有者・管理者への防犯カメラや照

明灯設置の働き掛けや、愛知県自転車モータ

ー商協同組合と連携した防犯キャンペーン

等の被害防止対策を推進します。  

警察本部 

県民文化部 

振興部 

１７ 多発犯罪の対策を推進します。  
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○62万引き対策の推進 万引防止対策協議会との連携や非行防止教

室等の開催を通じて、啓発活動を行います。 

警察本部 

県民文化部 

教育委員会 

○63 自動販売機ねらい

対策の推進 

 

事業者に対し、対策の強化を要請します。  

また、自動販売防犯対策協議会と連携し、情

報報奨金制度の活用や啓発活動等、設置者に

対する防犯対策を推進します。  

警察本部 

県民文化部 

 

 

    関係機関と連携し薬物乱用防止に向けた広報啓発活動を実施するとと

もに、薬物乱用者等に対する取締りを強化します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○64 薬物乱用防止に向

けた広報啓発活動

及び再乱用防止に

向けた啓発の推進 

薬物乱用防止や危険ドラッグ等の薬物に起

因する事件・事故の撲滅に向けた広報啓発活

動を実施します。また、薬物事犯検挙者等に

対する再乱用防止の啓発を実施します。  

健康福祉部 

警察本部 

教育委員会 

○65 子供に対する薬物

乱用防止教育の推

進 

小・中・高校における薬物乱用防止教育を充

実強化するため、薬物乱用防止教室等を開催

します。 

目標 :薬物乱用防止教室の毎年度開催  

健康福祉部 

警察本部 

教育委員会 

○66 関係機関との連携

の推進  

愛知県薬物乱用防止推進協議会と連携して

薬物乱用防止のための啓発事業を総合的か

つ効果的に推進します。 

健康福祉部 

警察本部 

教育委員会 

県民文化部 

○67薬物密売組織、乱用

者等に対する取締

りの強化 

薬物密売組織及び乱用者に対する取締りを

強化します。 

警察本部 

 

１８ 薬物乱用防止の対策を推進します。 
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    暴力団等反社会的勢力の排除に関する広報啓発活動や、社会から孤立さ

せるための対策を推進します。 

 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○68 暴力団等反社会的

勢力の排除に関す

る広報啓発活動の

実施 

不当要求防止責任者講習や暴力団排除に関

する講演の開催等により、暴力団排除の意識

啓発を実施します。 

警察本部 

 

○69 暴力団等反社会的

勢力を孤立させる

ための対策の推進 

愛知県暴力団排除条例の効果的な運用を図

り、暴力団を社会から孤立させるための対策

を徹底します。また、暴力団犯罪の取締りを

強化します。 

警察本部 

県関係部局 

教育委員会 

 

 

 

    社会全体のセキュリティ意識の向上や、民間事業者等との連携による被

害の未然・拡大防止対策を推進するとともに、サイバー空間における取締

りを強化します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○70 サイバー空間の脅

威に立ち向かう社

会全体の意識の向

上  

サイバー犯罪（注）に対する広報啓発活動を

拡充し、社会全体のセキュリティ意識を向上

させ、サイバー空間の脅威の低減を図る取組

を推進します。 

警察本部 

県民文化部 

○71 サイバーボランテ

ィア活動の促進 

サイバー空間の安全・安心を確保することを

目的として、サイバー犯罪を未然に防止する

ための広報啓発活動等を行う「サイバーボラ

ンティア」、「あいち安心ネットインストラ

クター」活動を促進します。  

警察本部 

県民文化部 

１９ 暴力団対策を推進します。  

２０ サイバー空間の安全と安心を確保するための対策を推進します。  
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○72 民間事業者等との

連携による被害の

未然・拡大防止対

策の推進  

インターネットバンキングの不正送金を始

めとしたサイバー犯罪や企業を対象とした

サイバー攻撃の未然・拡大防止等を図るた

め、民間事業者等と共同対処協定等に基づ

き、情報共有を図り、共同して被害拡大防止

対策を推進します。また、中小事業者情報セ

キュリティ対策支援ネットワーク内におけ

る情報共有を図るとともに、情報セキュリテ

ィ対策の支援を推進し、サイバー空間の脅威

の低減を図る取組を推進します。  

警察本部 

県民文化部 

産業労働部 

○73 サイバー空間にお

ける取締りの強化 

不正アクセス行為やファイル共有ソフトの

悪用等新たな手口を用いた犯罪の取締りを

強化します。また、サイバーパトロール等に

より違法情報の取締りを実施するとともに、

有害情報への対応を強化します。  

警察本部 

（注）サイバー犯罪：インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用した犯

罪、コンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪、その他の情報技術を利用す

る犯罪をいう。 
 

＜子供に対する安全対策の推進＞  

    児童・生徒への安全教育や学校、地域での防犯教育の充実に取り組みま

す。また、児童の登下校時及び学校内の安全確保のため、地域ぐるみで学

校の安全体制の整備を進めるとともに、市町村、団体などとの連携強化を

推進します。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○74 教職員への安全教

育研修の実施  

 

教職員に対し、安全教育を目的とした研修を

実施します。 

目標 :教職員への安全教育研修を毎年度開催  

教育委員会 

○75 連れ去り事案等に

対する実践的な防

犯教室等の開催  

全小・中・高校、特別支援学校において、子

供の発達段階に応じた、体験・実践的な防犯

教室や防犯訓練等を開催します。  

目標 :毎年度全小・中・高校・特別支援学校で防犯教室等を開催  

教育委員会 

２１ 学校内及び通学路等における児童・生徒に対する犯罪の対策を推進

します。 
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○76校内の安全確保  

 

学校の敷地内への不審者の侵入防止等、子供

の安全確保のために、校内の施設・設備並び

に学校の危機管理マニュアル等について、定

期的に点検又は見直しを行います。  

目標 :毎年度全小・中・高校・特別支援学校で点検等を実施  

教育委員会 

○77通学路の安全対策  

     

通学路の点検や危険箇所の把握を行い、児童

生徒に周知します。 

目標 :毎年度全小・中学校で通学路の点検等を実施  

教育委員会 

○78放課後の安全確保 放課後子ども教室や放課後児童クラブなど、

子供たちが放課後等に安全で安心して過ご

すことができる居場所を提供します。  

健康福祉部 

教育委員会 

○79 防犯少年団活動の

促進 

 

児童の危険回避能力等の向上を目的とした

「防犯少年団」の設立（モデル校の委嘱）を

促進するとともに、その活動を支援します。 

目標 :毎年度防犯少年団モデル校を委嘱  

警察本部 

○80 スクールガード活

動の充実 

 

スクールガード活動推進員を各小学校区１

名以上指定します。研修会・情報交換会の開

催を支援するとともに、警察等関係者との連

携を促進します。また、特色ある取組内容を

広く発信し、活動の充実につなげます。  

目標 :スクールガード活動推進員を各小学校区 1 名以上指定 

教育委員会 

○81こども 110番の家

の推進 

子供が身の危険を感じた時に助けを求めて

駆け込める緊急避難場所として、こども 110

番の家の設置を充実します。また、委嘱先の

こども 110 番の家に対し、安全情報の提供

やマニュアル等の配布を実施するとともに、

３年に一度、各警察署において委嘱します。 

警察本部 

○82 情報提供活動の推

進 

パトネットあいちや学校安全緊急情報共有

化広域ネットワークによる不審者等の情報

を提供します。 

教育委員会 

警察本部 

参考：学校等における児童等の安全確保のための指針  

学校等の設置者及び管理者に対して児童等の安全を確保するための具体的な方

策を示すもので、愛知県安全なまちづくり条例に基づき定め、平成１６年７月か

ら施行している。 
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     インターネット上の有害情報から子供を守るため、スマートフォン・携

帯電話に対するフィルタリング等の普及促進を図ります。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○83 安全利用のための

教育の充実及び保

護者への啓発  

小・中・高校生等にサイバー犯罪防止講話

を実施し、対象に応じたサイバー犯罪対処

能力の向上を図るとともに、情報モラル教

育を実施します。また、保護者に対する啓

発を実施します。 

目標 :サイバー犯罪防止講話を毎年度実施  

教育委員会 

警察本部 

県民文化部  

○84有害環境への対応  

 

ウィルス対策ソフトやフィルタリングの導

入等セキュリティ対策の強化を実施しま

す。また、携帯電話販売店への立入調査を

実施します。 

県民文化部 

警察本部 

 

 

     児童虐待防止に向けた継続的な啓発活動や児童相談センターの機能強

化を図るとともに、関係機関との連携や情報共有を推進し、社会全体で児

童虐待を防止する体制づくりを進めます。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○85 児童虐待の発生予

防、早期発見・早期

対応の充実 

 

児童虐待防止のキャンペーンやセミナー等

を開催します。また、妊娠届出時のアンケ

ート調査や面接、要保護児童対策地域協議

会における情報の共有等を通じて、気にな

る家庭を早期に把握し、適切な支援につな

げるよう、市町村を支援します。  

健康福祉部 

２２ インターネット上の犯罪から子供を守る取組を推進します。  

２３ 児童虐待防止の対策を推進します。 
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○86 虐待事案への対応

強化 

児童虐待対応の弁護士、精神科医師、法医

学専門医師等の配置による児童相談センター

の機能強化を図ります。また、虐待を受け

た児童の適切な保護に努めます。  

健康福祉部 

警察本部 

○87 関係機関との連携

の推進 

市町村・児童相談センター・警察・医療機

関・学校等地域の関係機関との連携の強化

を図ります。 

健康福祉部 

警察本部 

 

 

＜女性・高齢者・障害者に対する犯罪対策の推進＞  

     ひったくり等の被害に遭いやすい、女性・高齢者を対象とする犯罪対策

の充実を図ります。また、障害のある人が安心して暮らせるよう、本人や

家族が相談できる体制づくりや虐待防止の啓発等に取り組みます。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○88 防犯意識を高める

ための広報啓発活

動の実施 

 

女性・高齢者が被害に遭いやすい犯罪の対

策や発生状況等について、広報紙、ホーム

ページ、防犯教室、キャンペーン等により、

広報啓発活動を実施します。  

警察本部 

県民文化部 

○89 ひったくりや性犯

罪などに対するフ

ォーラム等の開催   

ひったくりや性犯罪に対するフォーラム、

女子学生等を対象とした防犯教室等を開催

します。 

目標 :フォーラム等を毎年度開催  

警察本部 

○90女性・高齢者を対象

とする犯罪の抑止

及び検挙活動 

性犯罪やひったくりなどの抑止及び検挙活

動を実施します。 

警察本部 

２４ 女性・高齢者・障害者に対する犯罪の対策を推進します。  
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○91 高齢者の見守り活

動の推進 

 

高齢者生活支援 (見守り )ネットワークの調

査と情報提供など地域におけるネットワー

クづくりを支援します。 

また、高齢者を消費者被害から守るための

「愛知県高齢者等消費者被害見守りネット

ワークづくりのための関係団体連絡会議」

の開催による情報交換、協議を始め、シン

ポジウムによる市町村の高齢者等見守りネ

ットワークづくりの醸成を図ります。 

健康福祉部 

県民文化部 

 

○92 障害者に対する相

談支援活動及び障

害者の虐待防止・権

利擁護・差別解消の

推進 

 

障害者が安心して暮らせるよう、市町村や

警察、福祉関係者等と連携し、本人や家族

が相談できる体制づくりを推進します。ま

た、障害者虐待防止・権利擁護の推進に向

けて、普及啓発等の研修を開催し、障害者

差別解消に向け、相談及び紛争の防止等の

ための普及啓発を図ります。  

健康福祉部 

 

ストーカーや配偶者からの暴力事案等（いわゆる「ＤＶ」）、児童買春や

児童ポルノ製造等の子供の性被害の防止対策の充実を図ります。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○93ストーカー・ＤＶ等

対策の広報啓発及

び検挙活動 

ストーカーやＤＶ及び子供の性被害の防止

に対する啓発活動を実施するとともに、関係

法令の適用による行為者の検挙や警告等を

実施し、被害の未然・拡大防止を図ります。 

警察本部 

県民文化部 

健康福祉部 

教育委員会 

○94相談・支援体制の充

実 

関係する相談窓口の周知や早期相談を勧め

る広報を実施するとともに、ＤＶ対応の充実

を図るための研修や市町村担当者会議を開

催します。また、相談者の要望に応じて女性

警察職員によるストーカー・ＤＶ等の相談を

実施します。 

目標 :ＤＶ被害者支援のための研修会・担当者会議を毎年度開催  

警察本部 

健康福祉部 

２５ ストーカーやＤＶ等の対策を推進します。  
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○95 関係機関との連携

の推進 

愛知県ＤＶ被害者保護支援ネットワーク会

議を開催し、関係機関との連携強化を図りま

す。 

目標 :ＤＶ被害者保護支援ネットワーク会議を毎年度開催  

健康福祉部 

 

＜犯罪被害者等への支援＞  

    犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、県民への理解

促進のための広報啓発活動を実施します。また、相談・カウンセリングや

情報提供の充実を図るとともに、性犯罪・性暴力被害者等の支援について

も取り組みます。 

主要事業  事業計画等  実施部局  

○96 県民への理解促進

のための広報啓発

活動の実施 

犯罪被害者支援パネル展や犯罪被害者支援

特別講演会を開催し、県民への理解促進に努

めます。 

目標 :犯罪被害者支援特別講演会を毎年度開催  

警察本部 

県民文化部 

○97相談・支援体制の充

実 

犯罪被害者等の相談・カウンセリングや情報

提供の充実を図るとともに、再被害防止措置

を推進します。 

目標 :犯罪被害者支援ハンドブックを毎年度更新  

警察本部 

県民文化部 

 

○98性犯罪・性暴力被害

者のための支援 

性犯罪被害者の方への総合的な支援をでき

る限り１か所で行うワンストップ支援機能

を有する「ハートフルステーション・あいち」

を効果的に運用し、被害に遭われた方の負担

をできるだけ減らします。  

また、性犯罪・性暴力による被害を受けた場

合の各種支援策について広く周知します。 

警察本部 

県民文化部 

○99 関係機関との連携

の推進 

 

関係機関との連携を図るため、愛知県被害者

支援連絡協議会を毎年度開催し、被害者支援

に関する調査・研究等を行います。また、情

報提供等により、犯罪被害者等早期援助団体

との連携の強化を図ります。  

目標 :愛知県被害者支援連絡協議会を毎年度開催  

警察本部 

県民文化部 

2６ 犯罪被害者等を支援します。  


